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２０２１年２月１７日

内閣総理大臣

菅 義 偉 様

公務員労働組合連絡会

議 長 武 藤 公 明

（公 印 省 略）

要 求 書

貴職におかれましては、公務員人事行政にご尽力されていることに敬意を表します。

さて、現在、政府は、一都二府七県に対して緊急事態宣言を発令し、感染拡大防止

に向けた取組を進めていますが、国民生活の基盤を担う公務・公共サービスの現場で

は、職員が、国民の信頼と期待に応えるべく、高い使命感と責任を持った懸命の奮闘

を続けており、職員が安心し、安全に働くことのできる勤務環境の整備や必要な要員

と適切な賃金・労働条件の確保等が喫緊の課題といえます。

公務員連絡会は、このような認識に基づき、「底上げ」「底支え」「格差是正」と「す

べての労働者の立場にたった働き方」の実現に向けて、連合2021春季生活闘争に結集

し取組を進めます。貴職におかれましては、下記事項の実現に向けて、最大限努力さ

れるよう要求します。

記

１．働き方改革の推進及び賃金・労働条件の確保等について

(1) 働き方改革について、同一労働同一賃金原則に基づく非常勤職員等の待遇改善と

雇用の確保、長時間労働の是正、段階的定年引上げの実現による高齢職員の一層の

活用等を進めること。

(2) 公共サービス基本法に基づいて良質な公共サービスが適正かつ確実に実施される

よう、公務員等公共サービス従事者の社会的に公正な賃金・労働条件を確保するこ

ととし、環境整備をはかること。
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２．2021年度賃金について

(1) 職員の賃金を維持・改善すること。

(2) 超過勤務手当の全額支給の実現、独立行政法人等を含めた公務員給与の改定に必

要な財源を確保すること。

３．非常勤職員等の雇用、労働条件の改善について

(1) 非常勤職員制度の抜本的改善をめざし、公務員連絡会が参加する検討の場を設置

し、政府全体として解決に向けた取組を推進すること。当面、国家公務員の非常勤

職員制度について、法律上明確に位置付け、勤務条件等について、同一労働同一賃

金及び常勤職員との均等待遇の原則に基づいて、関係法令、規則を適用すること。

(2) 非常勤職員の給与については、改正後の「非常勤職員給与決定指針」等に基づき、

着実な待遇改善が行われるよう各府省を指導するとともに、2021年度については「時

給1,100円以上」を確保すること。

(3) 期間業務職員制度について、当該職員の雇用の安定と待遇の改善となるよう、適

切な運用に努め、必要な改善措置を講じること。あわせて、常勤職員と同等の勤務

を行っている期間業務職員の給与を「均等待遇の原則」に基づき抜本的に改善する

こと。

(4) 国に採用される非常勤職員の給与水準等の統一性・公平性の確保をはかるため、

府省間の格差是正と国としての統一的な水準の設定をはかること。また、給与の改

定時期については、常勤職員と同様に改定すること。

４．新型コロナウイルス感染症への対応について

国民生活の安心と安全を支える基盤となる公務公共サービスに従事する職員の勤

務条件等の確保と職場環境の整備をはかること。

５．労働時間、休暇及び休業等について

(1) ワーク・ライフ・バランスを確保するため、公務における年間総労働時間1,800

時間体制の確立と、ライフステージに応じ、社会的要請に応える休暇・休業制度の

改善・拡充などを実現すること。

(2) 政府全体として超過勤務縮減のための体制を確立し、使用者の責務としてＩＣＴ

等を活用した客観的で厳格な勤務時間管理を直ちに実施し、職員の勤務状況の把握

に努めること。あわせて、各府省における取組状況を把握し、必要な措置を講じる

こと。

(3)改正人事院規則施行後の超過勤務の実態を把握し、超過勤務縮減に向けた取組を
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検証するとともに、これを踏まえ必要な対応策を講じること。

(4) 公務における本格的な短時間勤務制度の具体的検討に着手すること。

６．障害者雇用について

公務職場における障害者雇用については、2021年３月１日からの法定雇用率の引上

げを踏まえ、引き続き、法定雇用率の達成を遵守するとともに、雇用される障害者が、

無理なく、かつ安定的に働き続けることができるよう、政府としての役割を適切に

果たすこと。

７．女性公務員の労働権確立について

(1) 公務における女性の労働権確立を人事行政の重要課題として位置付け、政府全体

として積極的に取り組むこと。

(2) 「国家公務員の女性活躍とワークライフバランス推進のための取組指針」（以下

「取組指針」という）に基づく各府省の行動計画の着実な実施に向け、積極的な役

割を果たすこと。

８．高齢者雇用施策について

(1) 定年の引上げに関する国家公務員法改正法案を速やかに再提出し、定年引上げを

早期に着実かつ確実に実施すること。

(2) 事務・事業の円滑な遂行とディーセント・ワークを保障するとともに、定年引上

げまでの間は、2013年の閣議決定に基づき、フルタイムを中心とする職員の希望通

りの再任用を実現すること。

(3) 職員に希望通りの再任用を保障するため、必要な定員を確保するとともに、定員

の弾力的な取扱いなどについて公務員連絡会と協議すること。

９．福利厚生施策の充実について

(1) 公務員の福利厚生を勤務条件の重要事項と位置付け、職員のニーズ及び民間の福

利厚生の正確な実態把握に基づき、その抜本的な改善・充実をはかること。

(2) 「国家公務員健康増進等基本計画」の着実な実施をはかるため、政府全体として

の実施体制を確立し、使用者としての責任を明確にして積極的に対応すること。

(3) 心の健康づくりについては、管理職員の意識改革はもとより勤務条件や職場環境

の改善など総合的に取り組むこととし、カウンセリングや「試し出勤」など復職支

援施策を着実に実施すること。

(4) 福利厚生の重要施策であるレクリエーションについて、事業が休止されている実
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態を重く受け止め、その理念の再構築と予算確保や事業の復活に努めること。

(5) ハラスメントの防止について、一層有効な対策を着実に推進すること。とくに、

パワー・ハラスメントの防止対策については、昨年６月に施行された人事院規則

10-16に基づき政府全体で取り組むこと。

１０．公務員制度改革について

ＩＬＯ勧告に則り、国家公務員制度改革基本法に基づく自律的労使関係制度を確立

するため、国家公務員制度改革関連四法案（2011年６月３日国会提出）における措置

について、国家公務員法等改正法案の附帯決議（2014年３月12日衆議院内閣委員会及

び同年４月10日参議院内閣委員会）に基づく、公務員連絡会との合意により実現する

こと。

１１．その他の事項について

国が民間事業者等に業務委託や入札等により、事務・事業の実施を委ねる場合にお

いては、公正労働基準の遵守を必要条件とすること。

以 上


